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平成２６年労第３３号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付を支給し

ない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、昭和○年○月、Ａに所在しキャラクターライセンス関連事業等を営

む会社Ｂ以下「事業場」という。）に採用され、スクール事業部Ｃ支社に配属され

た後、総務局人事部を経て、平成○年○月○日からは総務局総務部に配属されて

用度品管理等の庶務業務に従事していた。平成○年○月○日からは総務部付に配

置換えとなり、平成○年○月○日には統計課の欠員業務に配置転換となった。 

請求人によると、「平成○年○月に、総務部総務２課から外され総務部付になり、

不当な評価を受けている。平成○年○月○日に、他部署の補助業務を行うよう命

ぜられたが、所属部署の異動なのか、上司は誰なのか、いつまでの期間なのか一

切知らされなかった。翌○日からの補助業務は総務部付の時よりも格下の業務で、

請求人の能力や人格を否定されたと感じ強い精神的負担を感じた。同年○月上旬

に精神的負担により体調を崩した。」として、Ｄクリニックに受診し、「不安神経

症、自律神経失調症」と診断された。 

請求人は、上記疾病は業務上の事由によるものであるとして、監督署長に療養

補償給付の請求したところ、監督署長は、上記疾病は業務上の事由によるものと

は認められないとして、これを支給しない旨の処分をした。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却し
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たので、請求人は、さらに、この決定を不服として、本件再審査請求に及んだも

のである。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人に発病した精神障害が業務上の事由によるものであると認

められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人の精神障害の発病の有無と発病の時期については、当審査会も、請求

人の症状の推移、医証等に鑑み、決定書理由第２の２の（２）のアに説示する

とおり、平成○年○月上旬頃にＩＣＤ－１０の「Ｆ４ 神経症性障害」（以下「本

件疾病」という。）を発病したものと判断する。 

（２）ところで、精神障害の業務起因性の判断に関しては、厚生労働省労働基準局

長が「心理的負荷による精神障害の認定基準について（平成２３年１２月２６

日付け基発１２２６第１号）」（以下「認定基準」という。）を策定しており、当

審査会としてもその取扱いを妥当なものと考えることから、以下、認定基準に

基づき検討する。 

（３）業務による心理的負荷について、当審査会は、決定書理由第２の２の（２）

のイに説示するとおり、各出来事に関する審査官の結論は妥当であると判断す

る。 

（４）請求人は、Ｅ取締役から「だって使いづらいじゃなぁ～い」と言われたこと

が一番精神的に負担になった出来事であり、発病の引き金になった旨主張して

いるが、Ｅ取締役は明白にこれを否定している。仮に当該発言がされたとした

としても、請求人の人格を否定するものであるとまでは認められず、また、Ｆ
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次長の申述、Ｇ次長の申述及び人事考課における評価と評価者のコメント等を

総合すると、請求人は、「業務の進め方が自己流で個人の考え方に執着し、融

通が利かず、周囲とのコミュニケーションがとれず、業務に支障が出ることか

ら、他部門との連絡調整の必要な業務を任せられない。また、自己に与えられ

た業務に不満を感じ、会社に不信感を持ち、その悪循環となっている。」とい

う評価を受けており、このような請求人に対する評価と上記Ｅ取締役の発言の

趣旨はさほどかけ離れていないと思料されることから、請求人の受け止め方は

ともかく、認定基準に照らして、当該発言が前記結論を左右する出来事である

とは認められない。 

なお、請求人の再審査請求の理由で主張するその他の事項について子細に検

討したが、前記判断を左右するに足りるものは見出せなかった。 

（５）以上のことから、請求人に発病した本件疾病は、決定書理由第２の２の（２）

の結論のとおり、業務による心理的負荷の強度が「強」には至らず、業務上の

事由によるものとは認められないと判断する。 

３ したがって、監督署長が請求人に対してした療養補償給付を支給しない旨の処

分は妥当であって、これを取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 


